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第１ 『経営戦略』策定について

１ 策定の趣旨

下水道は、公共衛生の向上及び都市の持続的かつ健全な発展に寄与し、公共用水域の水質

の保全に資するために欠かすことができない重要な都市基盤施設です。

本町の下水道事業は、国土交通省所管の公共下水道及び特定環境保全公共下道事業と農

林水産省所管の農業集落排水事業により実施しています。

公共下水道及び特定環境保全公共下道事業については、昭和６０年度に事業着手して以

来、順次整備を進め、平成２６年度末には下水道普及率は９５％を超え概成しています。

また、農業集落排水事業については、平成１１年度に事業着手し、平成２３年度末に完成

しています。

今後、本町の下水道事業は、「新規建設」から「維持管理・改築更新」の時代へと移行し、

事業の執行形態も大きく変わっていきます。

一方、人口減少・少子高齢化の進展、地域経済の低迷など本町を取り巻く状況は依然とし

て厳しいものであり、使用料収入の減少等、今後の下水道事業の経営に大きな影響を及ぼす

ことが予想されます。

そのような中、平成２６年８月に総務省から「公営企業の経営に当っての留意事項につい

て」の通知が出され、「サービスの提供に必要な施設の老朽化に伴う更新投資の増大、人口

減少に伴う料金収入の減少等により、経営環境は厳しさが増大する状況にあり、自らの経営

等について的確な状況把握を行なったうえで、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取

り組み、徹底した効率化、経営健全化を行うことが必要であり、中長期的な経営の基本計画

である『経営戦略』を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むこと」

が要請されました。

この要請に基づき、厳しい経営環境の変化に適切に対応した下水道経営の更なる基盤強

化を図ることにより、今後も下水道事業を持続的・安定的に経営し、町民の皆さまに必要な

下水道サービスを提供していくための指針として『経営戦略』を策定するものです。

２ 策定方針

公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は下水道特別会計で、農業集落排水事

業は農業集落排水特別会計で会計処理を行っていますが、農業集落排水事業は公共下水道

事業及び特定環境保全公共下水道事業に比べ事業規模が約４０分の１であること、また、町

民の使用料負担公平の観点から公共下水道、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水の

３事業とも同一の使用料体系としていることから、これら３事業について、各々で経営戦略

を策定するのではなく、３事業を一体とした下水道事業経営戦略として、経営戦略を策定す

るものとします。



２

３ 経営戦略の期間

平成３１年度～平成４２年度（１２年間）

４ 策定の見直し

経営戦略は、将来にわたって持続的・安定的に事業を行っていくための中長期的な経営の

基本計画であることから、計画と実績の比較点検を毎年行い、概ね５年を基本に適宜見直し

を行います。
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第２ 下水道事業の状況と課題

１ 下水道事業の概要

各家庭の台所・トイレ・風呂や工場等の事業所から排出される汚水は、それぞれの排水設

備から汚水桝の流れ込み、道路下に埋設された管渠を通じて処理場へ流入し、浄化された後、

海等に放流されます。

本町の下水道は、岩滝地域で公共下水道事業を、加悦地域及び野田川地域で特定環境保全

公共下水道事業を実施しており、ともに京都府宮津湾流域下水道関連として、京都府が流域

下水道幹線管渠及び処理場（宮津湾浄化センター）についての整備及び維持管理を行い、本

町は各家庭や事業所への公共汚水桝の設置やこの汚水桝から流域下水道幹線までの下水道

管渠の整備及び維持管理を行っています。また、奥滝地区及び温江地区で、農業集落排水事

業を実施しており、処理場（椿の里浄化センター・大虫の里浄化センター）及び各家庭や事

業所への公共汚水桝の設置やこの汚水桝から処理場までの下水道管渠の整備及び維持管理

を行っています。

公共下水道事業では平成６年度に供用を開始し、特定環境保全公共下水道事業では平成

７年度に供用を開始しています。また、農業集落排水事業では、奥滝地区で平成１５年度に

供用を開始し、温江地区で平成２２年度に供用を開始しています。

平成２９年度末で管渠延長１９０．６ｋｍ、処理人口２０，８８５人、普及率９８．６％

となっています。

なお、下水道区域以外の地域では、各家庭等において浄化槽により汚水処理を行っていた

だくこととしています。
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２ 下水道事業の現状

（１）下水道等の普及状況

平成２９年度末の普及人口は２０，８８５人で、普及率は、９８．６％となっています。

（２）水洗化の状況

下水道における水洗化人口は平成２９年度末で１６，４０５人となっています。

水洗化人口は、水洗化率の上昇もあり、増加傾向にありますが、今後は、水洗化率上昇の

頭打ちや人口減少に伴い、減少傾向に転じるものと考えています。

水洗化率は上昇傾向にありますが、平成２９年度末で７８．５％と依然として低い値であ

り、水洗化率向上が課題となっています。
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（３）使用水量の状況

下水道使用料の対象汚水量である有収水量は、平成１８年度は１２８万２千ｍ3でしたが、

下水道の整備拡大及び水洗化率の上昇に伴い１９４万６千ｍ3と増加しています。

今後は、水洗化人口の減少に伴い、有収水量は減少傾向となると考えます。

（４）管渠等の整備状況

管渠の整備は、平成２６年度末に概成し、平成２９年度末の下水道管渠延長は１９０．６

ｋｍとなっています。今後は、点検調査等の維持管理費が増大することが見込まれます。

昭和６１年度布設の管渠が、平成４８年度に耐用年数を経過し、順次、耐用年数を超える

管渠が増大していきます。
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（５）職員の状況

下水道関係の職員は減少傾向にあり、平成１８年度９人であったが、平成２９年度は６人

となっています。

（６）経営の状況

①下水道使用料の状況

下水道使用料は、平成２９年６月使用分から１５．０％の改定を行い、平成２９年度

の決算は、３億１，５００万円（消費税込）となりました。

今後は、有収水量の減少に伴い、下水道使用料は減少傾向となっていきます。
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②一般会計からの繰入金の状況

下水道事業の特別会計（下水道特別会計・農業集落特別会計）における一般会計から

の繰入金は、増加傾向であります。

平成２９年度は、下水道使用料の改定の影響もあり、前年度と同程度の９億５９０万

円となっています。

また、基準外繰入金は、基準内繰入金が増額になったことにより、前年度から大幅に

減額となり、９，０９７万円となりました。

③経費回収率の状況

下水道使用料を汚水の処理に要した経費で除した指標であり、この比率が低いと一

般会計繰入金への依存度が高くなり、健全な経営を行うことができません。

平成２９年度は、下水道使用料の改定及び基準内繰入金が増額になった影響により、

経費回収率は、前年度から改善されたものの６８．９％に留まっています。
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④企業債元利償還の状況

企業債の元利償還は、増加傾向にあり、平成２９年度は１１億３，０８０万円となっ

ています。

今後は、平成３０年度をピークに減少に転じます。

※ 平成 19・20・21 年度の 3 ヵ年、借換債発行に伴い繰上償還を行っていますが、その額は

除いています。

⑤企業債残高の状況

企業債残高は、平成２３年度末をピークに減少傾向に転じ、平成２９年度末では９９

億５，６００万円となっています。
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第３ 効率化・経営健全化の取組み

１ 受益に合った適正な下水道使用料の検討

下水道使用料は、下水道事業の管理運営に係る経費のうち、繰出基準に基づく一般会計繰

入金（基準内繰入金）を除く、私費で負担すべき経費を回収するために、下水道使用者から

徴収するものであります。

しかし、一般的に下水道整備には長期間を要し、整備途上で普及率が低い段階においては、

十分な使用料収入が得られないため、普及が進むまでの間、過渡的に繰出基準に基づかない

一般会計繰入金（基準外繰入金）を繰り入れることは、止むを得ないとされているところで

あります。

本町は、下水道整備が概成し普及率は９８．６％となっているにもかかわらず、基準外繰

入金は平成２９年度９，０９７万円となっています。

下水道使用料の改定に伴う住民負担、基準外繰入金による一般会計の負担、社会情勢等を

考慮し、受益に合った適正な下水道使用料の検討を行います。

２ 普及率・水洗化率の向上及び有収水量の確保

下水道の整備は、平成２６年度で概成していますが、平成３０年度より着工された河川

改良工事に合わせて、石川上地地区の未整備区域３．２６ｈａを平成３０年度から平成３５

年度の６年間で整備を行う計画とし、整備済面積は平成３５年度末には８０５．３８ｈａと

なり、普及率は平成２９年度末の９８．６％から９９．１％へ向上します。

また、多額の費用を要し整備を行った下水道施設も、水洗化を行い下水道へ接続して使用

しなければ、公共水域の水質保全等、その役割を十分に果たすことが出来ません。

広報による啓発、文書や訪問による水洗化のお願い等を行い、水洗化率の向上及び有収水

量の確保に努めます。

（経費） 私費負担部分 公費負担分

（財源） 使用料収入

繰出基準に
基づかない

繰入金

繰出基準に

基づく繰入金

一般会計繰入金
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３ 未収金の確実な徴収

下水道事業の未収金は、平成２９年度決算で受益者分担金・負担金で２２，３６７千円、

下水道使用料で３，０８３千円の計２５，４５０千円となっています。

下水道の受益者・使用者の負担の公平性を図るとともに、下水道事業の財源を確保するこ

とから、催告書の送付、電話での催告及び分納誓約書の提出等により、未収金の確実な徴収

に努めます。

４ ストックマネジメント実施計画の策定

下水道事業に着工した昭和６１年度に布設した下水道管渠等の施設が、平成４８年度に

耐用年数に達し、順次、耐用年数に達する下水道施設が増大し、これらの改築更新を実施し

ていくとことなります。

改築更新には、多額の費用が継続的に必要となることから、改築更新費用の平準化を図り、

改築更新を計画的、効率的に行っていくことが必要となります。

ストックマネジメント実施計画を策定し、来るべき下水道施設の改築更新に備えるとと

もに、下水道施設の現状を把握するための点検調査を実施します。

５ 広域化・共同化の取組み

京都府において府内市町村等ともに策定する「広域化・共同化計画」の検討会議に積極的

に参加するとともに、水道事業で検討が行われている近隣市町との広域化・共同化に向けた

取組みを注視し、下水道事業においても近隣市町との広域化・共同化に向けた取組みができ

ないか検討します。

また、農業集落排水の公共下水道への統合について検討を行うとともに、し尿の公共下水

道投入についても環境部局と連携を密にして具体化に向けた検討を行います。

６ 地方公営企業会計適用に向けた取組み

人口減少等による料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大など、厳し

さを増す経営環境を踏まえ、計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等をより

的確に行うための、経営・資産等の正確な把握による経営管理の向上が図れ、弾力的な経営

を行うことが可能となる公営企業会計の適用に向けた取組みを行います。
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第４ 投資・財政計画

１ 投資計画

（１）未整備区域の整備

石川上地地区の未整備区域を河川改良工事に合わせて、平成３０年度からの６年間で整

備を行うための費用を計上します。

（２）整備済区域内の宅地化への対応

整備済区域内で新たに宅地化される土地に対し、公共桝を設置する費用を計上します。

２ 財源計画の前提条件

（１）普及人口及び普及率の見込み

平成３０年度から６年間の新たな整備により、整備済区域は拡大し、平成４２年度末には

普及率は９９．１％に上昇するが、人口減少の影響を受け、普及人口は平成２９年度末の２

０，８８５人から平成４２年度末には１６，８９１人に３，９９４人減少する見込みとなっ

ています。

20,885

20,418

19,968

19,534

19,272

19,011

18,752

18,479

18,205

17,942

17,679

17,417

17,153

16,891

98.6

98.6

98.7

98.9

99.0

99.0

99.1

99.1

99.1

99.1

99.1

99.1

99.1

99.1

0.0
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20.0
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40.0

50.0
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70.0

80.0

90.0

100.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000
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40,000

45,000
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H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

（％）（人）

普及人口と普及率の見込み

普及人口 普及率
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（２）水洗化人口及び水洗化率の見込み

平成２９年度末の水洗化率は７８．６％と低い値となっており、今後も上昇傾向で推移す

るものの、９０．０％で頭打ちとなると見込んでいます。

水洗化人口は、水洗化率の上昇とともに増加していくものの、人口減少の影響による普及

人口の減少に伴い、平成３４年度末をピークに減少へと転じ、平成４２年度末では１５，２

０２人となる見込みであります。

（３）有収水量の見込み

人口減少に伴う水洗化人口の減少により、平成３４年度をピークに年々減少していく見

込みであります。

16,405

16,500

16,571

16,583

16,729

16,864

16,810

16,618

16,376

16,142

15,909
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水洗化人口と水洗化率の見込み

水洗化人口 水洗化率
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1,954
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1,961
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（千m3）
有収水量の見込み

有収水量
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（４）下水道使用料改定

上下水道審議会、議会の審議期間及び町民への周知期間を考慮して、直近の下水道使用料

の改定時期を平成３３年度とし、５年後の平成３８年度に再度、使用料の改定を行うことと

して試算を行っています。

下水道使用料の算定期間を平成３３年度から平成３７年度までの５ヵ年（前期）と平成３

８年度から平成４２年度までの５ヵ年（後期）の２期とします。

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

改定 改定

３ 財源試算

下水道使用料は、下水道事業の管理運営に係る経費のうち、繰出基準に基づく一般会計繰

入金（基準内繰入金）を除く、私費で負担すべき経費を回収するために、下水道使用者から

徴収するものであり、繰出基準に基づかない一般会計繰入金（基準外繰入金）を繰り入れる

ことは、受益に合った適正な下水道使用料となっておらず、一般会計の負担となるところで

あります。

繰出基準に基づかない一般会計繰入金（基準外繰入金）の削減に着目して、下水道使用料

を試算していきます。

まず、下水道使用料を改定せず現行の使用料体系のままとした場合の基準外繰入金の見

込み等を試算します。（ケース１）

次に、一般会計繰入金は基準内繰入金のみとした場合の下水道使用料改定の改定額等を

試算します。（ケース２）

ケース２の場合、平成３３年度の下水道使用料改定額が多額となり、住民生活に与える影

響が多大となることから、ケース１とケース２の中間的な試算として、前期（平成３３年度

～３７年度）の基準外繰入金がケース１の５０％に、後期（平成３８年度～４２年度）の基

準外繰入金がケース１の２０％になるとした場合の下水道使用料改定の改定額等を試算し

ます。（ケース３）

なお、今回の試算は、基準外繰入金の削減を重視して行っており、大幅な使用料改定を掲

載しておりますが、今後は、町民生活への負担や影響を考慮しながら、慎重に議論を深める

必要があります。

使用料算定期間（前期） 使用料算定期間（後期）
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（１）下水道使用料

①ケース１

平成２９年度で３億１，５００万円であった下水道使用料は、人口減少に伴う有収水量

の減少により、平成３４年度の３億３，８００円をピークに年々減少していき、平成４２

年度には３億１，０００万円に減少していく見込みとなります。

②ケース２

平成３３年度（前期）の下水道使用料改定は改定率６２．６％となり、１㎥当たり９６

円（税抜）の値上げとなります。

平成３８年度（後期）の下水道使用料改定は改定率９．６％となり、１㎥当たり２４円

（税抜）の値上げとなります。

ケース１と比べて、総計で２２億９，１００万円増収の見込みであります。

③ケース３

平成３３年度（前期）の下水道使用料改定は改定率３１．３％となり、１㎥当たり４８

円（税抜）の値上げとなります。

平成３８年度（後期）の下水道使用料改定は改定率２３．８％となり、１㎥当たり４８

円（税抜）の値上げとなります。

ケース１と比べて、総計で１５億１，８００万円増収の見込みであります。

334,069

336,335

338,437

337,429

334,163

330,066

326,109

322,175
318,122

314,216

310,255

327,979

546,824

550,297
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543,281

536,543

581,021
573,917

566,778

559,546

552,391

441,580

444,368

443,040

438,721

433,305

530,039

523,569

517,067
510,479

503,964

0
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600,000

700,000

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

（千円） 下水道使用料の見込み

使用料収入（ケース１） 使用料収入（ケース２） 使用料収入（ケース３）
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（２）一般会計繰入金

①ケース１

平成３４年度の９億９，８００万円をピークに減少に転じ、平成４２年度には７億６，

５００万円となるものの、基準外の一般会計繰入金は年々増加し平成４２年度には２億

３，０００万円となる見込みであります。

②ケース２

平成３２年度の９億７，４００万円をピークに減少に転じ、平成４２年度には５億３，

４００万円となり、下水道使用料の改定により平成３３年度以降は基準内の一般会計繰

入金のみのとなります。

126,280
137,674

159,561

176,932
190,707

199,423

212,161
209,681

222,195

227,315
234,663

230,965

839,951
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830,563

821,071

786,433
756,713

727,534

697,363

664,352

633,040

584,751

534,155

966,231

974,442

990,124

998,003

977,140

956,136

939,695

907,044

886,547

860,355

819,414

765,120
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（千円）
一般会計繰入金の見込み（ケース１）

基準外繰入金 基準内繰入金
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821,071

786,433

756,713

727,534

697,363

664,352

633,040

584,751

534,155

966,231

974,442

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42

（千円） 一般会計繰入金の見込み（ケース２）

基準外繰入金 基準内繰入金
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③ケース３

平成３２年度の９億７，４００万円をピークに減少に転じ、平成４２年度には５億９，

０００万円となり、基準外の一般会計繰入金は、平成３３年度から平成３７年度の合計で

ケース１の約５０％の４億５，２００万円、平成３８年度から平成４２年度までの合計で

ケース１の約２０％の２億１，３００万円となる見込みであります。

４ 企業債について

投資に充てる財源に一般会計繰入金を充てることは現世代の負担となるから、世代間の

負担の公平を考慮すると企業債の借入は必要なため、これまでどおり企業債を借り入れる

こととしています。

下水道整備は概成していることから、新たな借入は減少となり、継続的な償還により、企

業債残高は減少していく見込みであります。

（１）企業債償還の見込み

企業債の元利償還は、減少傾向となり、平成４２年度は５億６，１８０万円となる見込み

であります。
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（千円）
一般会計繰入金の見込み（ケース３）

基準外繰入金 基準内繰入金



１８

（２）企業債残高の見込み

企業債残高は、平成３１年度末の８８億９，６００万円から平成４２年度末には３１億１

００万円に減少する見込みであります。

972.3
965.4

940.7
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847.4
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（百万円）
起債償還額の見込み

元金償還額 利子償還額
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（百万円） 企業債残高の見込み

企業債残高
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５ 投資・財政計画等

ケース１ 下水道使用料を改定しない場合

年 度 29年度 30年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 1,165,559 1,183,983 1,196,034 1,192,852 1,183,800

（１） (B) 315,439 325,911 328,373 334,463 336,729

ア 315,027 325,453 327,979 334,069 336,335

イ (C)

ウ 412 458 394 394 394

（２） 850,120 858,072 867,661 858,389 847,071

ア 761,960 774,203 788,840 786,068 781,550

イ 88,160 83,869 78,821 72,321 65,521

２ (D) 649,207 664,908 653,212 652,133 649,627

（１） 446,368 477,915 482,327 494,164 504,427

ア 15,243 15,305 15,370 15,370 15,370

イ 431,125 462,610 466,957 478,794 489,057

（２） 202,839 186,993 170,885 157,969 145,200

ア 187,838 171,993 155,885 142,969 130,200

イ 15,001 15,000 15,000 15,000 15,000

３ (E) 516,352 519,075 542,822 540,719 534,173

1 (F) 516,584 554,868 543,966 539,021 527,944

（１） 361,800 384,500 363,700 347,600 316,000

346,200 349,100 321,400 299,400 262,600

（２） 143,935 166,069 177,391 188,374 208,574

（３）

（４）

（５）

（６） 10,757 4,267 2,843 3,015 3,338

（７） 92 32 32 32 32

２ (G) 1,032,862 1,073,735 1,087,313 1,079,708 1,062,085

（１） 89,684 105,531 114,851 114,141 121,231

27,895 28,177 30,770 30,770 30,770

（２） (H) 943,044 968,060 972,309 965,414 940,701

（３）

（４）

（５） 134 144 153 153 153

３ (I) △ 516,278 △ 518,867 △ 543,347 △ 540,687 △ 534,141

(J) 74 208 △ 525 32 32

(K) 32 32 32 32 32

(L) 339 381 557

(M)

(N) 381 557

(O)

(P) 381 557

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 315,439 325,911 328,373 334,463 336,729

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 9,955,817 9,441,060 8,896,255 8,335,745 7,761,549

○他会計繰入金

年 度 29年度 30年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

761,960 774,203 788,840 786,068 781,550

752,954 762,794 776,282 772,373 765,667

9,006 11,409 12,558 13,695 15,883

143,935 166,069 177,391 188,374 208,574

61,971 62,692 63,669 64,395 64,896

81,964 103,377 113,722 123,979 143,678

905,895 940,272 966,231 974,442 990,124
814,925 825,486 839,951 836,768 830,563
90,970 114,786 126,280 137,674 159,561

う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収

益

的

収

支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

31年度 32年度 33年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 73

赤 字 比 率 （ ×100 ）

地 方財政法 施行令 第 16 条 第１ 項により 算定 した
資 金 の 不 足 額

(R)

73 74 74 74

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

31年度 32年度 33年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模

健全 化法 第22 条により 算定した

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計



２０

（単位：千円，％）

1,171,346 1,129,498 1,092,981 1,058,665 1,024,075 990,528 958,600 909,665 857,633

338,831 337,823 334,557 330,460 326,503 322,569 318,616 314,610 310,649

338,437 337,429 334,163 330,066 326,109 322,175 318,222 314,216 310,255

394 394 394 394 394 394 394 394 394

832,515 791,675 758,424 728,205 697,572 667,959 639,984 595,055 546,984

773,494 739,954 710,603 683,384 655,251 627,638 602,463 559,434 513,063

59,021 51,721 47,821 44,821 42,321 40,321 37,521 35,621 33,921

657,109 651,172 641,665 642,589 627,424 620,718 619,673 612,813 599,866

524,400 530,297 530,817 538,418 529,542 529,181 534,548 534,390 526,631

15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370

509,030 514,927 515,447 523,048 514,172 513,811 519,178 519,020 511,261

132,709 120,875 110,848 104,171 97,882 91,537 85,125 78,423 73,235

117,709 105,875 95,848 89,171 82,882 76,537 70,125 63,423 58,235

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

514,237 478,326 451,316 416,076 396,651 369,810 338,927 296,852 257,767

509,091 476,501 451,628 438,428 412,872 399,758 372,221 364,092 335,079

281,300 236,400 203,400 179,900 159,400 139,900 113,500 103,400 82,400

222,400 182,100 160,200 140,600 119,200 97,700 71,700 60,700 39,100

224,509 237,186 245,533 256,311 251,793 258,909 257,892 259,980 252,057

3,250 2,883 2,663 2,185 1,647 917 797 680 590

32 32 32 32 32 32 32 32 32

1,023,296 954,795 902,912 854,472 809,491 769,536 711,116 660,912 592,814

114,231 107,201 95,831 89,171 89,111 96,051 89,051 90,651 89,051

30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770

908,912 847,441 806,928 765,148 720,227 673,332 621,912 570,108 503,610

153 153 153 153 153 153 153 153 153

△ 514,205 △ 478,294 △ 451,284 △ 416,044 △ 396,619 △ 369,778 △ 338,895 △ 296,820 △ 257,735

32 32 32 32 32 32 32 32 32

32 32 32 32 32 32 32 32 32

338,831 337,823 334,557 330,460 326,503 322,569 318,616 314,610 310,649

7,177,940 6,603,875 6,032,875 5,477,428 4,943,904 4,435,775 3,949,865 3,503,758 3,101,450

（単位：千円）

773,493 739,954 710,603 683,384 655,251 627,638 602,463 559,434 513,063

755,880 720,978 690,755 662,262 634,376 605,512 579,825 536,062 490,059

17,613 18,976 19,848 21,122 20,875 22,126 22,638 23,372 23,004

224,509 237,186 245,533 256,311 251,793 258,909 257,892 259,980 252,057

65,191 65,455 65,958 65,272 62,987 58,840 53,215 48,689 44,096

159,318 171,731 179,575 191,039 188,806 200,069 204,677 211,291 207,961

998,002 977,140 956,136 939,695 907,044 886,547 860,355 819,414 765,120
821,071 786,433 756,713 727,534 697,363 664,352 633,040 584,751 534,155
176,931 190,707 199,423 212,161 209,681 222,195 227,315 234,663 230,965

40年度

77

40年度

36年度

75

36年度

37年度

75

37年度

42年度34年度 35年度 38年度 39年度 41年度

76 77 77 7875 75

42年度34年度 35年度 38年度 39年度 41年度



２１

ケース２ 一般会計繰入金を基準内繰入金のみとする場合

年 度 29年度 30年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 1,165,559 1,183,983 1,196,034 1,192,852 1,378,406

（１） (B) 315,439 325,911 328,373 334,463 547,218

ア 315,027 325,453 327,979 334,069 546,824

イ (C)

ウ 412 458 394 394 394

（２） 850,120 858,072 867,661 858,389 831,188

ア 761,960 774,203 788,840 786,068 765,667

イ 88,160 83,869 78,821 72,321 65,521

２ (D) 649,207 664,908 653,212 652,133 649,627

（１） 446,368 477,915 482,327 494,164 504,427

ア 15,243 15,305 15,370 15,370 15,370

イ 431,125 462,610 466,957 478,794 489,057

（２） 202,839 186,993 170,885 157,969 145,200

ア 187,838 171,993 155,885 142,969 130,200

イ 15,001 15,000 15,000 15,000 15,000

３ (E) 516,352 519,075 542,822 540,719 728,779

1 (F) 516,584 554,868 543,966 539,021 384,266

（１） 361,800 384,500 363,700 347,600 316,000

346,200 349,100 321,400 299,400 262,600

（２） 143,935 166,069 177,391 188,374 64,896

（３）

（４）

（５）

（６） 10,757 4,267 2,843 3,015 3,338

（７） 92 32 32 32 32

２ (G) 1,032,862 1,073,735 1,087,313 1,079,708 1,062,085

（１） 89,684 105,531 114,851 114,141 121,231

27,895 28,177 30,770 30,770 30,770

（２） (H) 943,044 968,060 972,309 965,414 940,701

（３）

（４）

（５） 134 144 153 153 153

３ (I) △ 516,278 △ 518,867 △ 543,347 △ 540,687 △ 677,819

(J) 74 208 △ 525 32 50,960

(K) 32 32 32 32 32

(L) 339 381 557

(M)

(N) 381 557 50,928

(O)

(P) 381 557 50,928

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 315,439 325,911 328,373 334,463 547,218

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 9,955,817 9,441,060 8,896,255 8,335,745 7,761,549

○他会計繰入金

年 度 29年度 30年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

761,960 774,203 788,840 786,068 765,667

752,954 762,794 776,282 772,373 765,667

9,006 11,409 12,558 13,695

143,935 166,069 177,391 188,374 64,896

61,971 62,692 63,669 64,395 64,896

81,964 103,377 113,722 123,979

905,895 940,272 966,231 974,442 830,563
814,925 825,486 839,951 836,768 830,563
90,970 114,786 126,280 137,674

う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収

益

的

収

支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

31年度 32年度 33年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 73

赤 字 比 率 （ ×100 ）

地 方財政 法施行令 第 16 条第１ 項により 算定 した
資 金 の 不 足 額

(R)

73 74 74 87

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

31年度 32年度 33年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模

健全 化法第22 条により 算定 した

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計



２２

（単位：千円，％）

1,365,592 1,321,742 1,282,251 1,244,020 1,258,112 1,220,144 1,184,518 1,131,623 1,076,763

550,691 549,043 543,675 536,937 581,415 574,311 567,172 559,940 552,783

550,297 548,649 543,281 536,543 581,021 573,917 566,778 559,546 552,389

394 394 394 394 394 394 394 394 394

814,901 772,699 738,576 707,083 676,697 645,833 617,346 571,683 523,980

755,880 720,978 690,755 662,262 634,376 605,512 579,825 536,062 490,059

59,021 51,721 47,821 44,821 42,321 40,321 37,521 35,621 33,921

676,105 670,291 660,723 661,454 646,047 643,706 642,373 635,224 621,988

543,396 549,416 549,875 557,283 548,165 552,169 557,248 556,801 548,753

15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370

528,026 534,046 534,505 541,913 532,795 536,799 541,878 541,431 533,383

132,709 120,875 110,848 104,171 97,882 91,537 85,125 78,423 73,235

117,709 105,875 95,848 89,171 82,882 76,537 70,125 63,423 58,235

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

689,487 651,451 621,528 582,566 612,065 576,438 542,145 496,399 454,775

349,773 304,770 272,053 247,389 224,066 199,689 167,544 152,801 127,118

281,300 236,400 203,400 179,900 159,400 139,900 113,500 103,400 82,400

222,400 182,100 160,200 140,600 119,200 97,700 71,700 60,700 39,100

65,191 65,455 65,958 65,272 62,987 58,840 53,215 48,689 44,096

3,250 2,883 2,663 2,185 1,647 917 797 680 590

32 32 32 32 32 32 32 32 32

1,023,296 954,795 902,912 854,472 809,491 769,536 711,116 660,912 592,814

114,231 107,201 95,831 89,171 89,111 96,051 89,051 90,651 89,051

30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770

908,912 847,441 806,928 765,148 720,227 673,332 621,912 570,108 503,610

153 153 153 153 153 153 153 153 153

△ 673,523 △ 650,025 △ 630,859 △ 607,083 △ 585,425 △ 569,847 △ 543,572 △ 508,111 △ 465,696

15,964 1,426 △ 9,331 △ 24,517 26,640 6,591 △ 1,427 △ 11,712 △ 10,921

32 32 32 32 32 32 32 32 32

50,928 66,860 68,254 58,891 34,342 60,950 67,509 66,050 54,306

66,860 68,254 58,891 34,342 60,950 67,509 66,050 54,306 43,353

66,860 68,254 58,891 34,342 60,950 67,509 66,050 54,306 43,353

550,691 549,043 543,675 536,937 581,415 574,311 567,172 559,940 552,783

7,177,940 6,603,875 6,032,875 5,477,428 4,943,904 4,435,775 3,949,865 3,503,758 3,101,450

（単位：千円）

755,880 720,978 690,755 662,262 634,376 605,512 579,825 536,062 490,059

755,880 720,978 690,755 662,262 634,376 605,512 579,825 536,062 490,059

65,191 65,455 65,958 65,272 62,987 58,840 53,215 48,689 44,096

65,191 65,455 65,958 65,272 62,987 58,840 53,215 48,689 44,096

821,071 786,433 756,713 727,534 697,363 664,352 633,040 584,751 534,155
821,071 786,433 756,713 727,534 697,363 664,352 633,040 584,751 534,155

40年度

94

40年度

36年度

87

36年度

37年度

87

37年度

42年度34年度 35年度 38年度 39年度 41年度

92 93 94 9686 87

42年度34年度 35年度 38年度 39年度 41年度



２３

ケース３ 基準外繰入金がケース１の場合の５０％（前期）及び８０％（後期）とする場合

年 度 29年度 30年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 1,165,559 1,183,983 1,196,034 1,192,852 1,278,529

（１） (B) 315,439 325,911 328,373 334,463 441,974

ア 315,027 325,453 327,979 334,069 441,580

イ (C)

ウ 412 458 394 394 394

（２） 850,120 858,072 867,661 858,389 836,555

ア 761,960 774,203 788,840 786,068 771,034

イ 88,160 83,869 78,821 72,321 65,521

２ (D) 649,207 664,908 653,212 652,133 649,627

（１） 446,368 477,915 482,327 494,164 504,427

ア 15,243 15,305 15,370 15,370 15,370

イ 431,125 462,610 466,957 478,794 489,057

（２） 202,839 186,993 170,885 157,969 145,200

ア 187,838 171,993 155,885 142,969 130,200

イ 15,001 15,000 15,000 15,000 15,000

３ (E) 516,352 519,075 542,822 540,719 628,902

1 (F) 516,584 554,868 543,966 539,021 433,215

（１） 361,800 384,500 363,700 347,600 316,000

346,200 349,100 321,400 299,400 262,600

（２） 143,935 166,069 177,391 188,374 113,845

（３）

（４）

（５）

（６） 10,757 4,267 2,843 3,015 3,338

（７） 92 32 32 32 32

２ (G) 1,032,862 1,073,735 1,087,313 1,079,708 1,062,085

（１） 89,684 105,531 114,851 114,141 121,231

27,895 28,177 30,770 30,770 30,770

（２） (H) 943,044 968,060 972,309 965,414 940,701

（３）

（４）

（５） 134 144 153 153 153

３ (I) △ 516,278 △ 518,867 △ 543,347 △ 540,687 △ 628,870

(J) 74 208 △ 525 32 32

(K) 32 32 32 32 32

(L) 339 381 557

(M)

(N) 381 557

(O)

(P) 381 557

(Q)

(Q)
(B)-(C)

(A)
(D)+(H)

(S) 315,439 325,911 328,373 334,463 441,974

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 9,955,817 9,441,060 8,896,255 8,335,745 7,761,549

○他会計繰入金

年 度 29年度 30年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

761,960 774,203 788,840 786,068 771,034

752,954 762,794 776,282 772,373 765,667

9,006 11,409 12,558 13,695 5,367

143,935 166,069 177,391 188,374 113,845

61,971 62,692 63,669 64,395 64,896

81,964 103,377 113,722 123,979 48,949

905,895 940,272 966,231 974,442 884,879
814,925 825,486 839,951 836,768 830,563
90,970 114,786 126,280 137,674 54,316

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

31年度 32年度 33年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額

健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模

健全 化法第22 条により 算定 した

資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

地 方財政 法施行令 第 16 条第１ 項により 算定 した
資 金 の 不 足 額

(R)

73 74 74 80収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 73

赤 字 比 率 （ ×100 ）

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

収

益

的

収

支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

31年度 32年度 33年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他



２４

（単位：千円，％）

1,267,643 1,225,514 1,188,046 1,152,533 1,208,562 1,173,641 1,139,396 1,088,114 1,032,848

444,762 443,434 439,115 433,699 530,433 523,963 517,461 510,873 503,358

444,368 443,040 438,721 433,305 530,039 523,569 517,067 510,479 502,964

394 394 394 394 394 394 394 394 394

822,881 782,080 748,931 718,834 678,129 649,678 621,935 577,241 529,490

763,860 730,359 701,110 674,013 635,808 609,357 584,414 541,620 495,569

59,021 51,721 47,821 44,821 42,321 40,321 37,521 35,621 33,921

666,606 660,731 651,194 652,022 636,736 639,109 637,834 630,743 617,563

533,897 539,856 540,346 547,851 538,854 547,572 552,709 552,320 544,328

15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370 15,370

518,527 524,486 524,976 532,481 523,484 532,202 537,339 536,950 528,958

132,709 120,875 110,848 104,171 97,882 91,537 85,125 78,423 73,235

117,709 105,875 95,848 89,171 82,882 76,537 70,125 63,423 58,235

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

601,037 564,783 536,852 500,511 571,826 534,532 501,562 457,371 415,285

422,291 390,044 366,092 353,993 237,697 235,036 209,586 203,573 177,561

281,300 236,400 203,400 179,900 159,400 139,900 113,500 103,400 82,400

222,400 182,100 160,200 140,600 119,200 97,700 71,700 60,700 39,100

137,709 150,729 159,997 171,876 76,618 94,187 95,257 99,461 94,539

3,250 2,883 2,663 2,185 1,647 917 797 680 590

32 32 32 32 32 32 32 32 32

1,023,296 954,795 902,912 854,472 809,491 769,536 711,116 660,912 592,814

114,231 107,201 95,831 89,171 89,111 96,051 89,051 90,651 89,051

30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770 30,770

908,912 847,441 806,928 765,148 720,227 673,332 621,912 570,108 503,610

153 153 153 153 153 153 153 153 153

△ 601,005 △ 564,751 △ 536,820 △ 500,479 △ 571,794 △ 534,500 △ 501,530 △ 457,339 △ 415,253

32 32 32 32 32 32 32 32 32

32 32 32 32 32 32 32 32 32

444,762 443,434 439,115 433,699 530,433 523,963 517,461 510,873 503,358

7,177,940 6,603,875 6,032,875 5,477,428 4,943,904 4,435,775 3,949,865 3,503,758 3,101,450

（単位：千円）

763,860 730,359 701,110 674,013 635,808 609,457 584,414 541,620 495,569

755,880 720,978 690,755 662,262 634,376 605,512 579,825 536,062 490,059

7,980 9,381 10,355 11,751 1,432 3,945 4,589 5,558 5,510

137,709 150,729 159,997 171,876 76,618 94,187 95,257 99,461 94,539

65,191 65,455 65,958 65,272 62,987 58,840 53,215 48,689 44,096

72,518 85,274 94,039 106,604 13,631 35,347 42,042 50,772 50,443

901,569 881,088 861,107 845,889 712,426 703,644 679,671 641,081 590,108
821,071 786,433 756,713 727,534 697,363 664,352 633,040 584,751 534,155
80,498 94,655 104,394 118,355 15,063 39,292 46,631 56,330 55,953

35年度 38年度 39年度 41年度 42年度34年度

91 9280 81 89 89

42年度34年度 35年度 38年度 39年度 41年度40年度

90

40年度

36年度

81

36年度

37年度

81

37年度


